
プレスリリース

林業・木材産業を担う人材育成に向けた高知県及び

四国森林管理局の連携・協力に関する協定の締結について

本日、高知県及び四国森林管理局は、高知県立林業大学校におけ

る人材育成に向けた連携及び協力に関する協定を締結しました。

高知県立林業学校は、平成２７年度に開校し（基礎課程２０名）、

林業・木材産業を担う人材育成機関として重要な役割を果たしてい

ます。平成２７年度から平成２８年度までの２カ年で高知県内外出

身の計３３名の卒業生を送り出し、その多くが森林組合や林業会社

等に就職し、地域の林業・木材産業の担い手として活躍しています。

来年４月には、新たに専攻課程（森林管理・林業技術・木造設計の

３コース。各コース１０名程度）を設置し、隈研吾氏を初代校長に

お迎えし、ＣＬＴ木造新校舎の下で、高知県立林業大学校として本

格開校します。

このため、高知県及び四国森林管理局は、四国で初めて、高知県

立林業大学校における人材育成に連携・協力して取り組み、林業・

木材産業の成長産業化、森林資源の循環利用及び地域の発展に貢献

していくための協定を締結しました。

１ 協定の内容

高知県及び四国森林管理局が、高知県立林業大学校における人

材育成に連携・協力して取り組むことにより、林業・木材産業を

担う人材を育成し、林業・木材産業の成長産業化、森林資源の循

環利用及び地域の発展に貢献することを目的としています。

具体的には、以下の事項について連携・協力して取り組みます。
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(1) 四国森林管理局は、国有林野等を活用し、高知県立林業大

学校における森林・林業の教育・実習のためのフィールド

（「高知県立林業大学校協定の森」）の提供、木材生産現場の

見学、講師の派遣、カリキュラム編成等の協力を行います。

(2) その他、高知県及び四国森林管理局は、高知県立林業大学

校における人材育成に相互に連携・協力して取り組みます。

２ 協定締結者

・高 知 県 知 事 尾 﨑 正直
お ざき まさ なお

・四 国 森 林 管 理 局 長 野津山 喜晴
の づ やま よし はる

３ 協定締結日 平成２９年１１月２２日

〈添付資料〉

（資料１）「林業・木材産業を担う人材育成に向けた高知県及

び四国森林管理局の連携及び協力に関する協定書」

（資料２）高知県林業大学校協定の森について

お問い合わせ先

四国森林管理局

森林整備部部 技術普及課

担当：濵本

℡０８８－８２１－２１２１



（資料１）

林業・木材産業を担う人材育成に向けた

高知県及び四国森林管理局の連携及び協力に関する協定書

高知県立林業学校は、平成2７年度に開校し、林業・木材産業を担う人材の育

成機関として重要な役割を担っているが、平成30年度に新たに専攻課程を設置し、

高知県立林業大学校として本格開校する。このような状況を踏まえ、高知県（以

下「甲」という。）及び四国森林管理局（以下「乙」という。）は、高知県立林業

大学校における林業・木材産業を担う人材育成に向けた連携及び協力に関する協

定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、甲及び乙の密接な連携及び協力により、高知県立林業大学

校における林業・木材産業を担う人材を育成し、林業・木材産業の成長産

業化、森林資源の循環利用及び地域の発展に貢献することを目的とする。

（連携及び協力する事項）

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について相互

に連携・協力する。

(1) 乙は、甲の求めに応じ、国有林野等を活用し、教育・実習のためのフィ

ールドの提供、木材生産現場の見学、高知県立林業大学校への講師の派遣

及びカリキュラムの編成等の協力を行う。

(2) その他、前条の目的を達成するため、甲及び乙は、相互に連携及び協力

する。

（連絡調整）

第３条 甲及び乙は、この協定による連携及び協力の円滑な推進と一層の発展の

ため、定期的に連絡調整を行う。

（有効期間）

第４条 この協定の有効期間は、締結の日から平成33年３月31日までとする。

ただし、協定有効期間満了の日の30日前までに甲又は乙から特段の申し

出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に３年間更新するものと

し、その後も同様とする。

（その他）

第５条 この協定に定めのない事項については、甲及び乙が相互に協議して定め

る。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名捺印の上、それぞれ一通

を保有する。

平成２９年１１月２２日

甲 高知市丸の内１ー２ー２０

㊞高知県知事 尾﨑 正直

乙 高知市丸ノ内１ー３ー３０

林野庁四国森林管理局

㊞局 長 野津山 喜晴



（資料２）

高知県立林業大学校協定の森について

～国有林を活用した森林・林業教育実習林～

□ 位置図

１ 目 的：国有林を活用し、県立林業大学校の研修生の地 拵え、植付け、
じごしら

下刈等の森林整備・木材生産作業の実習を行う。

２ 所 在 地：高知県香美市香北町谷相（高知中部森林管理署管内）

３ 林 班：谷相山国有林３り林小班

４ 面 積：1.95ha

５ 協定期間：平成29年11月22日～平成33年3月31日（更新可）

高知県立林業大学校協定の森

高 知 県 香美市香 北 町 谷 相
こう ち けん か み し か ほくちようたにあい

大荒の滝岩屋の滝

高知県立林業大学校



□ 高知県立林業大学校協定の森とその周辺

実習場所（現地状況）

岩屋の滝大荒の滝

実習場所（遠景）



高知県立林業大学校協定の森（詳細図）

高知県香美市香北 町 谷相谷相山国有林３り林小班
か ほくちようたに あい たに あい やま



協定締結式の様子 

高知県立林業大学校新校舎落成式の様子 


